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補 助 金 等 調 書 

 

補助金等の名称 白糠消費者協会運営費補助金 担当課 企画財政課 

交付根拠法令等 白糠消費生活推進事業補助金交付要綱 終 期 令和８年３月３１日 

補 助 事 業 者 白糠消費者協会 補助金等の分類 補助金 

総合計画の施策 

体系(行政目標) 

施策分類 消費者対策の充実 施策小分類 消費者の保護 

施策目的 消費者の利益を守り、被害を未然に防止するため、国民生活セン

ター等と連携し、相談体制の充実や消費者団体活動の促進に努めま

す。 

 

 

 

 

 

事 業 の 概 要 

 

 

 

 

 

（目的） 

消費者に対し、消費についての正しい知識を普及するとともに、生産、販売、

消費の公正な意思の連絡をはかり、町民消費生活における生産者、販売者、消費

者の安定及び向上を図ることを目的とする。 

 

（事業） 

⑴ 消費生活の向上についての啓蒙・教育 

⑵ 消費生活に関係ある資料や情報の収集と配布 

⑶ 消費問題についての調査研究 

⑷ 関係機関や団体との連携 

⑸ 消費者の相談や苦情の処理 

⑹ 生産者、販売者及び消費者との意見交換 

⑺ 愛町購買運動への推進及び協力 

 

 

令和７年度 

収入決算額(a) 

令和７年度 

支出決算額(b) 

差し引き 

 (a)－(b) 

(a)収入のうち 

町補助金額(c) 
(c)のうち一般財源 

605,965 322,387 283,578 160,000 160,000 

 


